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１ 

 

Ⅰ 基本情報登録 

 ① 共通操作 

 

  

 

庶務担当者 

庶務担当者→採用情報管理→基

本情報登録を選択してください 

職員区分を選択し、「検索」を押

下してください 

選択せずに検索すると全ての職

員が表示されます 

自校の所属コードが入力済みで

すので、入力等は不要です 



２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「修正」を押下し、各項目の入力へ 

 ② 口座情報（３ページ） 

 ③ 雇用保険基本情報（４ページ） 

 ④ 社会保険基本情報（５ページ） 



３ 

 

② 口座情報登録 

 

 

 入力支援機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口座振込を選択してください 

※現金支給は選択しないでくだ

さい 
金融機関・支店コードを入力してください 

不明な場合は入力支援機能「 」を押下し 

下記画面を参照してください 

「口座状態」について、入力後しばらくは

「未確認」又は「確認中」となり、金融機

関との照合が完了すれば「確認済（正常完

了）」となります 

「次へ」を押下してください（６ページへ） 

また、「次へ」を押下せず、続けて③雇用保険情

報や④社会保険情報の登録も可能です 

① 金融機関名を入力してください 

② 支店名を入力してください 

③ 「検索」を押下してください 

④ 「 」を押下してください 

非常勤職員からの口座の変更申出には「債権者登録書」を利用し、システムに口

座情報を入力した後、写しを阪神教育事務所へ提出してください。 



４ 

 

③ 雇用保険情報登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用理由を以下により選択してください 

大学等卒業後すぐに雇用された場合 「１．

新規（学卒）」 

それ以外の場合 「２．新規（その他」 

「次へ」を押下してください（７ページへ） 

また、「次へ」を押下せず、続けて②口座情報や

④社会保険情報、⑤共済組合員情報の登録も可

能です 

「雇用保険」のチェックボックスを

選択してください 

虫眼鏡ボタンを押すと、「阪神教

育事務所」が出てきますので、 

選択してください 

被保険者番号の入力は任意です 

資格取得年月日を入力してください 

また、「雇用開始日」を押下することによ

り、任用開始日が自動入力されます 

資格取得区分を以下により選択し

てください 

 新規に取得の場合 「１新規」 

 それ以外の場合 「２再取得」 

「１．専門的・技術的職業」を選

択してください 



５ 

 

④ 社会保険情報登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「厚生年金保険」のチェックボックスを選択

してください 

ただし、70 歳以上の職員は厚生年金保険の被

保険者とならないため入力は不要です 

虫眼鏡ボタンを押すと、「阪神教

育事務所」が出てきますので、 

選択してください 

資格取得年月日を入力してください 

また、「雇用開始日」を押下することによ

り、任用開始日が自動入力されます 

資格取得区分を以下により選択し

てください 

 新規に取得の場合 「新１」 

 それ以外の場合 「再２」 

報酬月額を入力してください 

標準報酬月額ではないので注意してください 

 ※ 報酬月額とは 

  資格取得届の「○イ通貨によるものの額」欄に記載する算

定内訳書の報酬月額、通勤交通費の合計額です。 

定 定時決定・随時改定の際は、変更して控除を開始する月に修

正入力してください。 

基礎年金番号の入力は任意です 

「次へ」を押下してください（７ページへ） 

また、「次へ」を押下せず、続けて②口座情報や

③雇用保険情報、⑤共済組合員情報の登録も可

能です 



６ 

 

⑤ 共済組合員情報登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次へ進むボタンを押下すると下の注意喚起メッセージが出る場合がありますが、そのま

ま登録へ進んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不明な場合は「0000000000」と仮入力し組合員

証が届き次第修正してください。 

共済組合種別は、 

「Ｂ 公共済（短期組合員）」 

を選択してください。 

「次へ」を押下してください（７ページへ） 

また、「次へ」を押下せず、続けて②口座情報や

③雇用保険情報、④社会保険情報の登録も可能

です 

「履歴追加」 

を選択してく

ださい。 

資格取得年月日を入力してください 

また、「雇用開始日」を押下することによ

り、任用開始日が自動入力されます 



７ 

 

⑥ 基本情報内容確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力又は修正した項目について正しく入力されて

いるか確認した後、「修正」を押下してください 

実際には全ての項目が画面に表示されません 

スクロールして、全ての項目を確認してください 

確認メッセージの「ＯＫ」を押下してください 



８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要に応じて、「帳票出力」を押下し、帳票を印刷

してください 
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Ⅱ 税控除情報登録 

 ① 税控除情報登録 

 

  

 

自校の所属コードが入力済みで

すので、入力等は不要です 

庶務担当者 

職員区分を選択し、「検索」を押下してください 

選択せずに検索すると全ての職員が表示されます 

庶務担当者→採用情報管理→税控除情報登録を選

択してください 



１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 

登録 

新たに登録する場合は「登録」

を、既に登録されたものを修正

する場合は「修正」を押下して

ください 



１１ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

①～④まで入力後、「次へ」を押

下してください（１２ページへ） 



１２ 

 

 ① 課税住所 

  郵便番号を入力することにより住所コード及び住所が自動入力されるので、その後に

番地・方書を入力してください 

  郵便番号が不明な場合には、入力支援機能「 」を押下し下記画面より検索してくだ

さい 

 

 ② 本人 

  「障害」（税額表「甲欄」適用職員のみ） 

   該当する場合のみ、「一般障害」若しくは「特別障害」を選択してください 

  「税額表」 

   必ず、「甲」又は「乙」を選択してください 

  「配偶者の有無」（税額表「甲欄」適用職員のみ） 

   「無」又は「有」を選択してください 

  「寡婦（寡夫）」（税額表「甲欄」適用職員のみ） 

   該当する場合のみ、「寡婦」若しくは「寡夫」を選択してください 

  「特別寡婦」（税額表「甲欄」適用職員のみ） 

   該当する場合のみ、「該当」を選択してください 

  「勤労学生」（税額表「甲欄」適用職員のみ） 

   該当する場合のみ、「該当」を選択してください 

 ③ 控除対象配偶者（税額表「甲欄」適用職員のみ） 

  「障害」は該当する場合のみ、「一般障害」、「特別障害」若しくは「同特障害」を選択

してください 

   ※「同特障害」とは、所得税法上の同居特別障害者を指します 

  「死亡年月日」には、入力した控除対象配偶者が死亡した場合に入力してください 

 ④ 扶養親族（税額表「甲欄」適用職員のみ） 

  「同居老親等同別居」 

扶養親族が年齢 70 歳以上で、職員又はその配偶者の直系尊属（父母、祖父母等）で

① 住所名称を入力して

ください 

② 「検索」を押下してく

ださい 

③ 「 」を押下してく

ださい 



１３ 

 

職員又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている場合 「同老親」 

扶養親族が年齢 70 歳以上で、職員又はその配偶者の直系尊属（父母、祖父母等）で

職員又はその配偶者のいずれかとの別居を常況としている場合 「別居」 

上記以外の場合 何も選択しません 

  扶養親族が２名以上いる場合は、「 」を押下し、行を増やしてください。 

 

 

 

 

○登  
登録 

入力した項目を確認後、「登録」

を押下してください 

「ＯＫ」を押下してください 



１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１５ 

 

② 共済・標準報酬情報登録 

 
 

 

 

 

 

庶務担当者→採用情報管理→共済・標準報酬情報登

録を選択してください 

自校の所属コードが入力済みで

すので、入力等は不要です 

職員区分を選択し、「検索」を押下してください 

選択せずに検索すると全ての職員が表示されます 



１６ 

 

 

 

 

 

 

新たに登録する場合は「登録」

を、既に登録されたものを修正

する場合は「修正」を押下して

ください 

社会保険被保険者から新た

に短期組合員として資格取

得する場合 

決定区分：資格取得時決定 

適用開始年月を入力してください 

等級を入力してください 

入力後、「次へ」を

押下してください 



１７ 

 

 Ⅲ 通勤手当情報 

 ① 共通操作 

 

 

 

庶務担当者 

庶務担当者→通勤手当情報管理

→通勤手当情報登録を選択して

ください 

職員区分を選択し、「検索」を押

下してください 

選択せずに検索すると全ての職

員が表示されます 

新規登録の場合は、任用された

年月を、転居の場合は転居した

年月を入力してください 



１８ 

 

 

年度当初、「適用開始日」が過年度の日付になっている場合は、現在登録されている内容が

過年度のものになるため、必ず、「登録」から新しい登録を行ってください。 

 

※ 昨年度に引き続き同じ学校に勤務し、同じ通勤内容の場合等でも、「適用開始日」が過年度

の場合は、上記のとおり、必ず「登録」で同じ内容の登録をお願いします。 

※ 「適用開始日」が、現年度以降の日付となっている場合は、兼務の学校がすでに登録してい

ますので、修正ボタンから入り、兼務校の登録内容の続きの行に入力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常勤職員から届出のあった通勤届については、所属で認定を行い、その内容を 

システムに入力した後、写しを阪神教育事務所へ提出してください 

過年度の適用開始日になっている場合には、必ず、「登録」

ボタンで新規に登録を行って下さい。 

 

※当年度以降の適用開始日の場合は、「修正」ボタンにな

ります。 

 

新規登録の方は 

ブランクになっています。 

「登録」ボタンから 

登録してください。 

 



１９ 

 

② 兼務がない場合 

  例１：Ａ学校勤務 交通用具利用（自動車：通勤距離 1.7km） 

 

  例２：Ａ学校勤務 交通用具利用（自動車：通勤距離 10.7km） 

 

新規登録の場合は任用開始日

を、転居の場合は、原則、転居

の翌日を入力してください 

「自動車」を選択してください 

なお、原動機付自転車の場合は「自動

車」を選択してください 

距離を入力することにより、手

当額は自動で入力されます 

現時点で兼務がなくても、今後、兼

務することも考えられるため、 

（自）自宅 （至）学校名 

と入力してください 

新規登録の場合は任用開始日

を、転居の場合は、原則、転居

の翌日を入力してください 

距離を入力することにより、

手当額は自動で入力されます 

また、２km 未満の場合、手当

額が「０」になっていること

を必ず確認してください 

ただし、２km 未満の場合でも

通勤手当の支給要領２（４）

に該当する場合は、手当額を

入力してください 

「自動車」を選択してください 

なお、原動機付自転車の場合は「自動

車」を選択してください 

また、徒歩のみで通勤する職員につい

ても「徒歩」を選択してください 

現時点で兼務がなくても、今後、兼

務することも考えられるため、 

（自）自宅 （至）学校名 

と入力してください 
各項目を入力後、「次へ」を

押下してください 

（１９ページ） 

各項目を入力後、「次へ」を

押下してください 

（１９ページへ） 



２０ 

 

例３：Ａ学校勤務 交通機関利用（ＪＲ：尼崎～西宮  阪神バス：JR 西宮～西宮浜

中央） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別は「交通機関」を選択し、

利用期間には、ＪＲ西日本な

ど、公共交通機関の名称を入

力してください 

また、自宅から最寄り駅や最

寄り駅から在勤庁までの徒歩

による通勤区間については、

省略してください 

利用区間を入力してください 

ポイント還元サービ

スでの認定の場合は

平均１ヶ月あたりの

通勤所要回数で算定

した金額を入力して

ください※例では平

均日数 18 日で計算 

各項目を入力後、「次へ」を

押下してください 

（１９ページへ） 

新規登録の場合は任用開始日

を、転居の場合は、原則、転居

の翌日を入力してください 

定期券が発行されていない

場合について、何も入力しな

いとエラーとなるため、便宜

上「100,000」と入力してく

ださい 

定期券が発行されている場合は定期種別に

「１ヶ月定期」を選択し、販売価額を入力

してください 

回数券が発行されている場合は回数券の綴

に発行枚数を入力し、販売価額を入力して

ください 



２１ 

 

③ 兼務がある場合 

例１：Ａ学校勤務 ４月７日任用 交通用具利用(自動車：通勤距離 6.7km) 

   Ｂ学校勤務 ５月９日任用 交通用具利用（自動車：通勤距離 12.9km） 

 

Ａ学校での入力方法 ※登録ボタンから入る 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ学校での任用開始日を入力

してください 

Ａ学校での認定内容を入力し

てください 

各項目を入力後、「次へ」を

押下してください 

（１９ページへ） 



２２ 

 

 Ｂ学校での入力方法 ※修正ボタンから入る 

 

 

 

※ 行数が足りない時は、行を追加し入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各項目を入力後、「次へ」を

押下してください 

（１９ページへ） 

Ａ学校は入力済です 

Ｂ学校での認定内容を入力し

てください 

適用開始には、Ａ学校で入力した

任用開始日が表示されます 



２３ 

 

④ 通勤手当情報内容確認 

 

 

 

○登  
登録 

入力した項目を確認後、「登録」

を押下してください 

「ＯＫ」を押下してください 



２４ 

 

Ⅳ 基本情報の修正 

 ① 共通操作 

 

  

 

職員区分を選択し、「検索」を押

下してください 

選択せずに検索すると全ての職

員が表示されます 
自校の所属コードが入力済みで

すので、入力等は不要です 

庶務担当者 

庶務担当者→採用情報管理→基

本情報登録を選択してください 



２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「修正」を押下し、各項目の入力へ 

 ② 氏名の変更（２３ページ） 

 ③ 婚姻に伴う氏名変更（２４ページ） 

 ④ 生年月日の修正（２６ページ） 

 ⑤ 住所の修正（２７ページ） 

 ⑥ 転居による住所変更（２８ページ） 



２６ 

 

 ② 氏名の変更 

 

 

 

  

「変更」を押下してください 

教育事務所が入力した氏名に誤

りがある場合には、既に入力さ

れている姓、名を修正してくだ

さい 

「次へ」を押下してください 

（３１ページへ） 



２７ 

 

③ 婚姻に伴う氏名変更 

 

 

 

 

「変更」を押下してください 

「氏名変更」を押下してください 



２８ 

 

 

 

 

 注 意 

 

  婚姻等に伴う氏名変更を行った場合は、必ず、口座情報の口座名義人についても変更

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加された行に、変更後の姓、名を入力

してください 

変更が生じた年月日を入力してください 

（例：婚姻日） 

「次へ」を押下してください 

（３１ページへ） 



２９ 

 

 ④ 生年月日の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育事務所が入力した生年月日

に誤りがある場合には、既に入

力されている生年月日を修正し

てください 

「次へ」を押下してください 

（３２ページへ） 

 



３０ 

 

 ⑤ 住所の修正 

 

 

 

 

「変更」を押下してください 

教育事務所が入力した住所に誤

りがある場合には、既に入力さ

れている住所を修正してくださ

い 

「次へ」を押下してください 

（３１ページへ） 

 



３１ 

 

 ⑥ 転居による住所変更 

 

 

 

 

「変更」を押下してください 

「住所変更」を押下してください 



３２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加された行に、変更後の住所を入力し

てください 

転居日を入力してください 

「次へ」を押下してください 

（３１ページへ） 

 



３３ 

 

 ⑦ 雇用情報に誤りがあった場合 

  以下の内容に誤りがあった場合は、速やかに阪神教育事務所総務課までご

連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３４ 

 

⑧ 基本情報内容確認 

 ①、②、③、⑤、⑥の修正等を行った場合、基本情報入力画面に遷移します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクロールして、修正等を行った項目を確認し

てください 

「次へ」を押下してください 

 



３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正した項目について正しく入力されているか確

認した後、「修正」を押下してください 

スクロールして、全ての項目を確認してください 

確認メッセージの「ＯＫ」を押下してください 



３６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要に応じて、「帳票出力」を押下し、帳票を印刷

してください 



３７ 

 

 Ⅴ 勤務実績等の入力 

 ① 勤務実績情報登録 

 

 

 

 

庶務担当者→勤務実績情報管理→勤務実績情報登

録を選択してください 

対象年月は支払月の前月としてください 

 「令和５年２月」支払であれば 

 「令和５年１月」としてください 

支払区分又は職員区分を選択し「検索」を押下してください 

選択せずに検索すると全ての職員が表示されます 

自校の所属コードが入力済みで

すので、入力等は不要です 



３８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力する職員の「登録」ボタンを押下してください 



３９ 

 

 

 

 

 

※特殊勤務の内容についてはよく 

精査してください 

「往復日数」欄に、実際に通勤

した日数を入力してください 

「勤務日数反映」を押下すると

丈夫の勤務日数が反映します 

※休暇等取得された場合は反映

しませんのでご注意ください 

入力できたら「次へ」を押下して

ください 

要勤務日数の考え方 

 【月額会計年度任用職員】 

  その月の現日数から週休日を差引いた日数  

【時間額会計年度任用職員】 

  その月に勤務すべき日数 

要勤務日数から 

 ・欠勤 

 ・無給の特別休暇 

を除いた日数を入力してください 

月額職員のみ、休暇等の取得日数、

時間数を入力してください 

（月額職員）無給休暇の取得、欠

勤が生じた場合、減額単価を確認

の上入力してください 

※減額が発生する場合は教育事

務所へ連絡してください 

ポイント還元サービスで認定、駐車場（時間利用）を認定している場合等、通勤手当情

報から手当額が反映出来ない場合はこの欄に入力してください 

「片道日数」欄は兼

務している職員が、A

学校に勤務後、帰宅

せずに B 学校で勤務

した日数を入力しま

す 

（通常は入力しない

でください） 



４０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力内容を確認し、正しければ「登録」

を押下してください 



４１ 

 

※ 兼務している非常勤職員における留意点（Ａ学校での入力例） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他校と兼務している職員については「通勤手当情報」欄に自校にかかる経路と兼務校にかかる経路

が表示されます 

自校にかかる経路の日数を入力し、兼務校にかかる経路の日数は「０」を入力してください 

（「０」を入力せずに「次へ」を押下するとエラーとなります） 

A 

A 

B 

15 15 

15 0 

0 0 



４２ 

 

② 勤務状況出力 

 

 

庶務担当者→勤務実績情報管理→勤

務状況出力を選択 

自校の所属コードが入力済で

すので、入力等は不要です 
勤務状況を確認したい対象年月を入力してください 

例えば、令和５年１月を確認したい場合は、 

「令和５年１月 ～ 令和５年１月」と入力してくだ

さい 

支払区分又は職員区分を選択し、「帳票出力」を押下すると

勤務状況表が出力されます 

選択せずに押下すると全ての職員の帳票が出力されます 



４３ 

 

 ③ 支給計算実行 

 

 

庶務担当者→支給情報管理→支給計

算実行を選択してください 

「支給年月」なので、「令和４年２月」

支給であれば「令和４年２月」と入力

してください 

「10 日支払」と「16 日支払」は、どちらか一方しか選択で

きません 

両方計算する場合にはこの処理を２回する必要があります 

入力できたら「検索」を押下してください 

自校の所属コードが入力済で

すので、入力等は不要です 



４４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支給計算実行を行うと「計算済」になります 

支給計算は月締め処理をするまでは何度でもできます 

「実績／基礎情報入力」が「無」の

状態で「計算」を押下するとエラー

となります 

全ての職員について「実績／基礎情報入力」

が「有」になっていることを確認し、「計算」

を押下してください 

計算の結果、「エラー」または「警告」が表示されることがあります 

 「エラー」が表示された場合 

  計算できない状態なので、エラー箇所を修正したうえで再度支給計算を行ってください 

 「警告」が表示された場合 

  支給計算は完了しています 

  入力内容に誤りが無ければ修正の必要はありません 

  【主な警告表示】 

   ・中途退職職員です。 

   ・通勤情報が登録されていません。 

兼務がある場合 

 ①従たる雇用 ②主たる雇用 の順番で計算実行をしてください。 

 【主・従雇用の基本的な考え方】 ※退職者の源泉徴収票出力の場合と異なりますのでご注意ください。 

 ① 職員区分が 月額 ＞ 日額 ＞ 時間額 の優先順位。 

 ② 職員区分が同じ場合、雇用完了日が大きい（未来日の）ものを優先。 

 ③ 職員区分、雇用完了日が同じ場合、登録順（※雇用番号順） 



４５ 

 

 ④ 支出科目情報登録（勤務実績のない職員にかかる財務連携不要の処理） 

 

 

庶務担当者→支給情報支出科目管理

→支出科目情報登録を選択してくだ

さい 

この処理は支給計算実行後に行ってください 

自校の所属コードが入力済で

すので、入力等は不要です 
「支給年月」なので、「平成 26 年

２月」支給であれば「平成 26 年２

月」と入力してください 

「10 日支払」と「16 日支払」は、ど

ちらか一方しか選択できません 

両方処理する場合にはこの処理を２

回する必要があります 

「職員区分」及び「財務連携区

分」は選択不要です 

入力できたら「検索」を押下してください 



４６ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務実績のない職員にの

みボックスにチェックを

入れてください 

「財務連携不要」を押下

し、正しく処理されると

「不要」と表示されます 

全ての項目について「０」となってい

ることを確認してください 

勤務実績のない職員にのみボックス

にチェックが入っているか、また、支

給額等の全ての項目が「０」となって

いることを確認し、「財務連携不要」

を押下してください 



４７ 

 

 ⑤ 支給帳票出力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※支給明細書は、支給日の前日以降に出力してください。（事務所の修正が入る場合があるため） 

「支給年月」なので、「令和５年２月

支給」であれば「令和５年２月」と入

力してください 

支払区分又は職員区分を選択し、「帳票出力」を押下すると

選択した帳票が出力されます 

選択せずに押下すると全ての職員の帳票が出力されます 

庶務担当者→支給情報管理→支給帳

票出力を選択してください 

自校の所属コードが入力済で

すので、入力等は不要です 

出力する帳票を選択してください 

ここから「給与支払明細書」を選択・出

力し、誤りがなければ支払日に明細書を

非常勤職員に配布してください 



４８ 

 

Ⅵ 年末調整情報登録 

 ① 税控除情報の内容確認 

 

 

庶務担当者 

職員区分を選択し、「検索」を押下してください 

選択せずに検索すると全ての職員が表示されます 

庶務担当者→採用情報管理→税控除情報登録を選

択してください 

自校の所属コードが入力済みで

すので、入力等は不要です 



４９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

阪神 太郎 

阪神 太郎 

同一校で前年度も任用があった者、月額と時間額

を兼務している者は、複数行氏名が表示されるの

で、今年度の雇用期間、月額の職員区分の「修正」

を押下してください。 

 

修正する必要がある場合には、修正して

ください 

 



５０ 

 

 ② 年末調整情報の入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

前歴が県費負担教職員（臨時的

任用含む）の場合、「勤務先」に 

「兵庫県（教育委員会）」として

入力してください 

また、各項目について全て入力

してください 

前職歴が２つ以上ある場合は、

「追加」を押下し、行を増やして

入力してください 

入力後、「次へ」を押下して

ください 

 

 

各項目に入力する数字は、職員が支払った保険料

であり、控除額ではないので注意してください 

「甲欄」適用者は「する」を選択してください。 

「乙欄」適用者は「しない」を選択してください。 



５１ 

 

 

 

 

 

 

入力した項目を確認後、「修正」

を押下してください 

「ＯＫ」を押下してください 

※ 帳票の出力はありません 



５２ 

 

③ 年末調整の確認 

 

 

 

 

庶務担当者→年末調整情報管理→年末調整帳票出

力を選択してください 

庶務担当者 

① 年末調整調書 

 生命保険料控除、扶養控除等を含めた年末調

整の結果が確認できます 

② 年調還付一覧 

 年末調整により所得税の還付が必要となる職

員のみ、還付額の確認ができます 

③ 源泉徴収簿 

 月ごとの支給を含めた年末調整の結果が確認

出来ます。 

④源泉徴収票 

 ２分割して右側を使用してください。 

自校の所属コードが入力済みで

すので、入力等は不要です 

「帳票出力」を押下すると、選択

した帳票が出力されます 



５３ 

 

Ⅶ 退職者の源泉徴収票の出力 

 

 退職した職員の源泉徴収票は、退職後、学校で出力してお渡し下さい。 

 

複数校及び複数職務の兼務者については、主たる雇用の学校において、報酬等が合算さ

れ源泉徴収票が出力されます。 

 なお、退職者の源泉徴収票については、「主たる雇用の学校」の捉え方が下記のとおりと

なりますのでご注意ください。   

 

主たる雇用の優先順位（報酬合算先の優先順位） 

 ①退職日が後の日付（未来日）のものを優先 

 ②退職日が同じ場合、職員区分が、月額＞日額＞時間額 の優先順位 

 ③退職日、職員区分が同じ場合、※雇用番号順（＝昨年度源泉徴収されていた学校） 

 ※「雇用番号」とは、基本情報登録画面で出力できる個表にのみ表示される番号です。 

 

（例１）Ａ校 平成 26 年 4 月 7 日～平成 27 年 3 月 25 日  新学習システム非常勤（月額） 

     Ｂ校 平成 26 年 4 月 8 日～平成 27 年 3 月 31 日  初任研非常勤（時間額） 

        → 退職日が後の日付のＢ校で出力されます。 

 （例２）Ｃ校  平成 26年 4月 7日 ～平成 27年 3月 31日 主幹教諭マネジメント非常勤(月額)  

Ｄ校  平成 26 年 4 月 22 日～平成 27 年 3月 31 日 初任研非常勤（時間額） 

        → 退職日が同じため月額の区分である C校で出力されます。 

庶務担当者→→年末調整帳票出力を選択してくだ

さい 

庶務担当者 

 



５４ 

 

 

 

帳票イメージ 

 

  ２分割して右側を退職職員に渡してしてください。 

自校の所属コードが入力済みで

すので、入力等は不要です 


